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本町では、平成 23 年３月に「愛南町男女共同参画推進計画（後期計画）－あいな

んパートナープラン２０１５－」（以下「第１次計画」と表記）」を策定しました。こ

の計画は、男女共同参画社会の実現を目指すための指針及び行動計画として位置付け

られます。この計画に基づいて、本町では様々な施策を推進し、本町の総合計画（第

２次愛南町総合計画 2014～2021）に掲げる『ともにあゆみ育て創造するまち』を

目指してきました。 

このたび、第１次計画の計画期間の満了に伴い、新たな計画「第２次愛南町男女共

同参画推進計画」（以下「本計画」と表記）を策定します。 

本計画は、第１次計画における取組の点検・評価や、社会情勢の変化などから生じ

ている課題等を踏まえ、男女があらゆる場面において共に参画し、活躍することがで

きる社会の実現を目指すことを目的としています。 

家庭、学校、地域、職場などあらゆる場において、性別にとらわれることなく、全

ての人が共に認め合い、それぞれの個性と能力を発揮できる社会を形成していくため

に、今後も継続して課題の改善、解決に向けて取り組んでいく必要があります。本計

画は、そのための総合的な取組指針を取りまとめたものです。 

１ 計画策定の趣旨 

 

 

本計画の期間は、平成 28 年度から平成 32 年度までの５年間とします。平成 32

年度に、それまでの取組の総合的な点検・評価を行い、平成 33 年度からの次期計画

につなげます。 

２ 計 画 の 期 間 

 

 

計画の策定にあたり、本町在住の 20 歳以上の住民を対象とし、男女共同参画に関

する意識や意見等を調査し、施策を検討する上での基礎資料とすることを目的として、

郵送での配布・回収によりアンケート調査を実施しました。 

また、第１次計画に基づき実行している様々な施策や取組の検証を踏まえ、策定し

ているとともに、各種団体・組織の関係者などから構成される「愛南町男女共同参画

推進計画策定懇話会」に諮りました。 

３ 計画の策定方法 
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 基本理念 

【１】男女平等の視点に立った人権の尊重 

１．人権の尊重と人権意識づくり 

２．男女共同参画の視点に立った広報等表現の促進 

【２】男女共同参画への理解促進と意識の浸透 

３．社会制度・慣行の見直しの推進 

４．啓発・広報活動の推進 

【３】学びの場における男女共同参画の推進 

５．学校等における男女平等の教育の推進 

６．多様な学習機会の提供 

【４】ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 

７．家庭生活における男女共同参画の推進 

８．子育て・介護支援等の充実 

９．多様な働き方への条件整備 

【５】働く場における男女共同参画の推進 

10．就労の場における男女共同参画の推進 

11．農林水産業における男女共同参画の確立 

【６】政策や方針決定過程への女性の参画推進 

12．政策・方針決定過程における女性参画の推進 

13．女性人材の育成と情報提供の充実 

【７】地域活動における男女共同参画の推進 

14．男女共同参画の視点に立った地域活動の推進 

15．様々な分野への女性の地域活動参画の推進 

【８】あらゆる暴力を根絶するまちづくり 

16．あらゆる暴力の根絶 

17．安心できる相談・支援体制の充実 

【９】ともに支え合う福祉環境づくり 

18．高齢者や障害者への支援 

19．生活福祉の推進 

【10】生涯にわたる男女の健康づくり 

男
女
が
と
も
に
あ
ゆ
み
育
て
る
ま
ち 

 
あ
い
な
ん
の
創
造 

[１] 

男女がともに 

認め合う 

社会づくり 

[２] 

男女がともに 

いきいきと 

活躍できる 

社会づくり 
（女性活躍推進計画） 

[３] 

男女がともに 

安心して暮らせる

社会づくり 

基本目標 施策の方向 基本施策 

１ 計 画 の 体 系 
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  男女がともに認め合う社会づくり 
 

 

 男女平等の視点に立った人権の尊重                 

 

●人権に関する基本的な知識や考え方を理解し、人権意識を身につけるための人権教育・啓発を推進

します。 

●広報等において人権尊重に配慮するとともに、様々なメディアにおける人権問題等を、正しく読み

解く力を身につけることができる、能力の育成を支援します。 

■具体的な取組■ 

１．人権の尊重と人権意識づくり 

２．男女共同参画の視点に立った広報等表現の促進 

 

       男女共同参画への理解促進と意識の浸透               

 

●性別による固定的な役割分担意識が残る社会制度や慣行を見直し、男女共同参画に関する認識が高

まるよう、様々な機会を通じて意識啓発や各種情報の提供等を行います。 

●誰もが、男女共同参画に関心を持ち、理解を深めることができるよう、セミナーや講演会、研修会

等など、様々な機会を通じて広報・啓発活動及び情報提供を進めます。 

■具体的な取組■ 

３．社会制度・慣行の見直しの推進 

４．啓発・広報活動の推進 

 

       学びの場における男女共同参画の推進                 

 

●学校教育全体を通して、性別に関わりなく、一人ひとりの個性や能力を伸ばす教育を充実します。 

●生涯にわたって、人権尊重や男女共同参画について学べるように、学校から家庭、地域における男

女共同参画に関する教育や学習の場の提供を推進します。 

■具体的な取組■ 

５．学校等における男女平等の教育の推進 

６．多様な学習機会の提供 

 

 

 

基本目標 

1 

施策１ 

施策２ 

施策３ 
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  男女がともにいきいきと活躍できる社会づくり 
 

 

 ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進        

 

●男女がともに仕事と家庭、地域生活の両立が可能となり、やりがいや充実感のある人生が送れるよ

うに、ワーク・ライフ・バランスの普及促進に努めます。 

●育児休業や介護休業を取得しやすい環境の整備に向けて、事業所等に対する法制度に関する周知・

啓発を推進します。 

●子ども・子育て支援体制及び介護支援体制の充実を図り、職業生活と家庭生活を両立できる環境の

整備を目指します。 

■具体的な取組■ 

７．家庭生活における男女共同参画の推進 

８．子育て・介護支援等の充実 

９．多様な働き方への条件整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       働く場における男女共同参画の推進                 

 

●関係機関と連携し、雇用や就業における男女の均等な機会の確保や、女性の継続就労、再就職を支

援します。 

●事業所や地域社会において、セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメントは重大な人権侵

害であるという意識の啓発に努めます。 

●農林水産業等において、女性が経営や意思決定に参画する機会が確保されるよう、啓発等に努めま

す。 

■具体的な取組■ 

10．就労の場における男女共同参画の推進 

11．農山漁村における男女共同参画の確立 

 

基本目標 

２ 

施策４ 

施策５ 

52.4

35.5

25.6

24.9

21.0

20.8

19.8

16.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

育児・介護休業を気がねなく利用できる職場環境づくり

高齢者や病人の介護サービスを充実すること

育児・介護休業の利用者が不利な扱いを受けないこと

育児などで退職した者を再雇用する制度を取り入れること

労働時間を短縮すること

保育所の保育時間延長など保育サービスを充実すること

転勤や配置転換などに配慮すること

在宅勤務やフレックスタイム（※）制度を取り入れること
全体(N=485)

（％）

【アンケート結果】 

「男女がともに、仕事と家庭の両立をし続けるために必要と思うこと」（上位項目を抜粋） 

※時間差出勤 
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       政策や方針決定過程への女性の参画推進               

 

●あらゆる場において、女性の政策・方針決定過程への参画の推進と機運の醸成を図ります。 

●様々な分野において、女性が能力を十分に発揮できる機会を拡大し、女性の能力開発に向けた学習

の場の提供に努めます。 

●地域における女性リーダーの育成支援と、人材の発掘支援に努めます。 

■具体的な取組■ 

12．政策・方針決定過程における女性参画の推進 

13．女性人材の育成と情報提供の充実 

 

【審議会等における女性委員】 

 

行政委員会委員数注１ 審議会等委員数注２ 

総数 うち女性 女性割合 総数 うち女性 女性割合 

平成 22年４月現在 48人 9人 18.8％ 476人 122 人 25.6％ 

平成 27年４月現在 43人 8人 18.6％ 481人 145 人 30.1％ 

注１：地方自治法第 180条の５に基づくもの 

注２：地方自治法第 202条の３に基づくもの 

 

 

 

       地域活動における男女共同参画の推進                

 

●男女がともに地域活動に参画し、より活力ある地域社会が形成されるように、様々な機会を通じて

地域活動への支援に努めます。 

●防災やまちづくりなど、幅広い地域活動分野への女性の参画促進に努め、女性の視点も取り入れた

地域活動を促進します。 

■具体的な取組■ 

14．男女共同参画の視点に立った地域活動の推進 

15．様々な分野への女性の地域活動参画の推進 

 

 

施策７ 

施策６ 
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  男女がともに安心して暮らせる社会づくり 
 

 

 あらゆる暴力を根絶するまちづくり               

 

●家庭や学校等における暴力防止のための教育の充実をはじめ、ＤＶ防止のための広報・啓発活動を

推進します。 

●関係機関との連携を強化し、ＤＶ被害者等に対する、相談支援などをはじめ、安心できる支援体制

づくりの構築を目指します。 

■具体的な取組■ 

16．あらゆる暴力の根絶 

17．安心できる相談・支援体制の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ともに支え合う福祉環境づくり                  

 

●高齢者や障害者、様々な困難に直面している人などが、地域で安心して暮らせるよう、地域や関係

機関と連携し、支援体制の充実に努めます。 

■具体的な取組■ 

18．高齢者や障害者への支援 

19．生活福祉の推進 

 

       生涯にわたる男女の健康づくり                  

 

●妊娠や出産、育児において、適切な健康の保持・増進ができるよう、総合的な健康づくり対策を推

進します。 

●ライフステージや性差に配慮した健康づくりの取組を推進します。 

■具体的な取組■ 

20．生涯にわたる健康づくり 

21．健康対策の充実 

 

基本目標 

３ 

施策８ 

施策９ 

施策 10 

71.5

34.8

33.6

32.2

22.5

17.7

15.9

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

被害者が相談しやすい

環境づくりを図る

加害者への罰則を強化する

家庭や学校で暴力を防止する

ための教育の充実を図る

被害者が援助を求めやすくする

ための情報提供を充実する

被害者の一時保護などを行う

「シェルター」の設置等を図る

ドメスティック・バイオレンスを防止する

ための広報・啓発活動を積極的に行う

暴力を助長するおそれのある情報（ビデオ

・雑誌やインターネット等）を規制する

全体(N=485)

（％）

【アンケート結果】 

「ＤＶを防ぐために必要な取組」（上位項目を抜粋） 
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【庁内推進体制】 

１．庁内推進体制の充実 

本計画の推進にあたっては、庁内関係部署との十分な連携を図りつつ、男女共同参

画の意識啓発をはじめ、様々な取組を推進します。 

２．町職員の男女共同参画に関する理解の促進 

男女共同参画に関する研修などの機会を通じて、職員の意識の醸成に努めます。 

３．計画の進行管理 

計画の進捗については、点検・見直しを行うとともに、町広報やホームページ等で

公表し、住民からの意見や提案の計画への反映に努めます。 

 

【住民・関係機関等との連携】 

１．住民参加の促進と地域の関係団体等との連携 

住民一人ひとりが男女共同参画をより身近な問題として捉えることができるよう

啓発に努め、広報や情報の提供等を通じて、より幅広い住民の参加を促進します。 

２．国・県等関係機関との連携 

国・県や他自治体等との連携を図るとともに、本町からも情報発信を積極的に行い

ます。 

 

１ 計画の推進体制 

愛南町男女共同参画推進庁内連絡会議 

計画（案）及び施策推進確認 等 

 

愛南町男女共同参画推進庁内連絡会議担当者会 

調査・資料収集 等 

所管課・庁内関係課 

愛南町男女共同参画推進計画 

  

 

 

 

 

 

 

町民 

事業者 

各種団体 

国 

県 

関係機関 

連携 

連携 

協力 

連携 

協力 

評価・検討 

連携 

第２次愛南町男女共同参画推進計画 概要版 
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